
テンプレートの設定（余白，文字数，行数など）は一切変更しないこと 
この赤字部分は，編集段階で削除するので，そのままにすること 

5．． 全全体体考考察察とと今今後後のの課課題題 
これらの結果から，それぞれの手立ての成果と課題について考察していく。 
まず，日常生活の価値ある言動の記録を掲示することの成果については，教師が児童のよさ，価値あ

る言動を見つけようという意識の高まりが挙げられる。掲示物を作成するということが，教師が児童を

見ることと，そこにどのような価値があるのかを考えることにつながった。さらに，掲示物を継続して

作成したことにより，価値ある言動に目を向けようとする児童が表れたことは大きな成果だと考える。

このような目が児童に育っていくことで，掲示物を教師が作るのではなく児童が作るという活動に発展

することが可能になっていく。それは，教師の価値づけによる学級集団づくりではなく，児童が主体と

なった学級集団づくりへとつながる。また，３つの手立てを網羅した掲示物を作成することができたこ

とも大きな成果だと考える。それぞれが独立した手立てではなく，関わり合っていくことで教師による

価値づけではなく，児童同士が互いに価値ある行動を見つけ合うことができるようになるだろう。その

ような姿は，互いに認め合う学級集団へとつながっていくだろう。 
次に「おむすびシート」や道徳通信「むすび」については，日常生活で授業に関する具体的場面を想

起するきっかけになった。自分では気が付かなかったよさを他者に見つけてもらう機会が増加したとい

える。自己を見つめなおすことや互いのよさや努力に目を向ける，知るきっかけになった。道徳通信「む

すび」は，基本的には他者参照を児童の自主性に任せながら，児童がどのような記述をしているのかを

全員に知らせていくことができる。そこに学級の実態に応じて教師や児童の価値づけを意図して組み込

むことができれば，単なるふりかえりではなくより，道徳科の学習と日常を結ぶことができ，学級を発

展させていくことにつなげていくことができる。以上のことから，本研究の実践は，自己を見つめ互い

に認め合う学級集団の育成への手立てとしての有効性を得られたと考える。 
今後の課題については，道徳科の授業の中で経験を想起することはできたが，ただ経験を想起するだ

けにとどまることなく，そこから自我関与しながら道徳的価値に結び付けていくことだ。そのためには，

自分のあらゆる経験だけでなくそのときに感じた本音を語り合える集団でなければならない。経験を想

起しながら道徳科の中で本音や内面の深い部分を語り合っていくことが，認め合う学級集団の育成へと

つながっていくと考える。また，「おむすびシート」へ進んで記述することや他者参照をうながす働きか

けが必要である。道徳通信「むすび」と関連した学級集団づくりへの活用法も検討の余地がある。大切

なことは，これらの手立てが，児童の個性が生かされた，児童の出番や居場所になっていくことだと考

える。 
本研究は，短期間の授業実践を通し，道徳科の学習から手立てを探る実践を行った。しかし，本来学

級集団づくりは，年間を通して行っていくものであり，学級集団づくりと道徳科の学習は相互に関連し

合っていくべきである。今後は，年間を通した道徳科の授業づくりと学級集団づくりをむすびつけた実

践の積み重ねを行い，本研究のテーマである「自己を見つめ互いに認め合う学級集団の育成」について

の研究をさらに深めていきたい。 

6．．引引用用文文献献 
・道徳教育の充実に関する懇談会（2013）「今後の道徳教育の改善・充実方策について（報告）～新しい

時代を，人としてより良く生きる力を育てるために～」頁 3 
・文部科学省「小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 特別の教科道徳編」頁 10 
・文部科学省「小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 特別活動編」頁 37-38 
・浅見哲也・安井政樹（2023）『道徳授業の個別最適な学びと協働的な学び ―ICT を活用したこれから

の授業づくり―』明治図書 頁 168-169 
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生徒指導提要改訂をふまえた高校生徒指導の方向性 
－校則を「自分ごと」として考えさせるために－ 

 
 

教育学研究科 教育実践創成専攻 教育実践開発コース 教師力育成分野 太田 幸葉 
 
 
1．． 背背景景・・動動機機 
令和4年に改訂された生徒指導提要に基づき、

高校現場における生徒指導の在り方は変化しつ

つある。しかし、教員の意識や指導方法は依然と

して過渡期にあると考えられる。文部科学省「校

則の見直し等に関する取組事例」（2022）では、

「校則に基づき指導を行う場合は、一人一人の

児童生徒に応じて適切な指導を行うとともに、

児童生徒の内面的な自覚を促し、校則を自分の

ものとしてとらえ、自主的に守るように指導を

行っていくことが重要である」と述べている。ま

た、「教員が規則を守らせることのみを目的とし

た指導に陥らないよう注意を払う必要がある」

（生徒指導提要.2022）と指摘している。 
しかし、実際の現場では、教員間の意識や指導

方法に差があり、これが指導の一貫性を欠く要

因となっている。特に、「校則を自分のものとし

てとらえ、自主的に守るよう指導を行っていく

こと」（文部科学省. 2022）には教師間の意識の違

いや指導方法の差異が、効果的な生徒指導の実

現を妨げていると考えられる。令和 4 年の改訂

を受けて、各高校生徒指導部で校則の見直しが

行われているが、その実態や教員の意識につい

て知り、生徒が校則を「自分ごと」として考えさ

せるための手だてとしたい。今年度はその前段

階として生徒指導提要改訂の内容や教員に対す

る意識調査をし、次年度へ繋げていきたいと考

えた。 

2．．目目的的とと方方法法 
上記の課題を受けて、本研究では「校則」に対

する教員側の視点から、生徒指導提要改訂後の

状況や意識を調査することとした。研究の方法

として「先行研究・文献調査」、「実習」、「フィー

ルドワーク」の 3 本柱により検証していくこと

にし、以下のような内容で「校則」に対する多角

的なアプローチを行った。 
 
（（1））生生徒徒指指導導提提要要のの改改訂訂とと校校則則公公開開ににつついいてて 
〇生徒指導提要改訂について 
・文献調査 

〇山梨県の公立高校における校則の公開状況 
・Web 調査 

〇校則に関する山梨大学教職大学院生の意識

調査 
・アンケート調査 

（（2））実実習習校校ででのの校校則則改改訂訂ににつついいてて 
〇校則の改訂について 
・生徒指導担当への聞き取り 

〇校則に対する教職員への意識調査 
・アンケート調査 

（（3））「「自自分分ごごとと」」をを目目指指すすルルーールルメメイイキキンンググのの 
動動向向 

〇ルールメイキングについて 
・教員としての登録、聞き取り 
・ルールメイキングサミット参加 

〇山梨県教育委員会特別支援教育・児童生徒

支援課 児童生徒支援担当主事訪問への参

加（本務校） 

3．．結結果果とと考考察察 
 
（（1））生生徒徒指指導導提提要要改改訂訂とと校校則則公公開開ににつついいてて 
 
〇〇生生徒徒指指導導提提要要改改訂訂ににつついいてて 
生徒指導提要は、小学校段階から高等学校段

階までの生徒指導の理論・考え方、及び実際の指

導方法について、時代の変化に即して網羅的に
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まとめたものである。これは、生徒指導の実践に

際し、教職員間や学校間で共通理解を図り、組織

的・体系的な取組を進めることができるように

するための基本書として、2010 年（平成 22 年）

に文部科学省によって作成された。一方、『「いじ

め防止対策推進法」や「義務教育の段階における

普通教育に相当する教育の機会の確保等に関す

る法律」などの施行により、個別事項を取り巻く

状況が変化』（文部科学省.2022 資料 2「生徒指導

提要の改訂にあたっての基本的な考え方」）して

いる。このような状況を踏まえ、生徒指導の概念

や取組の方向性が再整理され、12 年ぶりに生徒

指導提要が改訂された。改訂版の生徒指導提要

では、校則の意義と位置づけについても明確に

されている。具体的には、「校則は児童生徒が健

全な学校生活を送り、よりよく成長・発達するた

めに設けられるものであり、法令上は規定され

ていないものの、社会通念上合理的と認められ

る範囲において、教育目標の実現という観点か

ら校長が定めるものである。」とされている。 
 

〇〇山山梨梨県県のの公公立立高高校校ににおおけけるる校校則則のの公公開開状状況況 
このように、生徒指導提要は時代の変化に対

応しつつ、児童生徒の健全な成長と発達を支え

るための重要な指針となっている。また、「校則

の運用・見直し」については生徒指導提要改訂の

300 頁の内、3 頁の言及があり、「校則の内容に

ついて、普段から学校内外の関係者が参照でき

るように学校のホームページ等に公開しておく

ことや、児童生徒がそれぞれのきまりの意義を

理解し、主体的に校則を遵守するようになるた

めに、制定した背景等についても示しておくこ

とが適切である」（生徒指導提要，2022）とある。 
これを受けて山梨県内の公立高校一覧（山梨

県 HP 高等学校学校一覧）より各高校のホームペ

ージを確認していき、「全国校則一覧」の掲載数

とあわせて表 1 にまとめた。その結果、学校ホ

ームページに「校則」というページで校則の全文

が掲載されている高校は定時制の 1 校のみであ

った。他に校則について「改訂」の文書が掲載さ

れている学校が 1 校、校則についての連絡が載

っている高校が 1 校のみであった（2024 年 10 月

時点）。また、「全国校則一覧」では、山梨県の全

公立高校 29 校より定通と市立を除く 27 校の校

則（2022 年度のもの）が公開されている。 
 
表１ ホームページでの校則掲載状況（2024.10） 

HP 掲掲載載校校数数 校校則則公公開開校校 

山梨県HP 公立高校 36 校（定通

除くと 29 校） 
1 校 

全国校則

一覧 
27 校（山梨県の全公立

高校 29 校より定通と市

立を除く） 
27 校 

 
校則の公開について山梨県教育委員会に取材

したところ、校則の各校 HP への掲載について

は 4 月の校長会や学校訪問の際に依頼している

との回答を頂いた。 
本多・尾形（2022）の「静岡県内高等学校のホ

ームページでの校則の公開状況の調査結果につ

いて」によると、静岡県では回答を得た 60 校（公

立高校 37 校、私立 21 校、未回答 2 校）のうち、

校則の公開は 2 校に止まっており、山梨県の状

況と似ていると考えられる。このことから、生徒

指導提要改訂の「学校のホームページ等に公開

しておくこと」について、未実施の高校は多いと

いうことがわかった。一方で令和 6 年 10 月に改

訂された静岡市教育委員会の「校則の策定及び

運用・見直しに関するガイドライン」では具体的

な校則見直しのポイントや「学校ホームページ

に掲載する」と明言されているため、今後は掲載

が推進されていくものと考えられる。 
 
〇〇校校則則にに関関すするる教教職職大大学学院院生生のの意意識識調調査査 
「校則」に対する意識というものはどのよう

なものなのか、先行研究を調べていったところ、

谷口（2021）によると「教職を志望する学生のネ

ガティブな生徒指導観」が指摘されている。そこ

で本研究においても、教職を目指す学生であっ

ても、生徒指導、延いては「校則」に関してネガ

ティブな印象を持っているのではないかとの仮

説を立て、「校則」に対する意識調査を実施した。

実施したのは教職大学院での前期の授業である

「現代学校・教師論」であり、ここではグループ
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まとめたものである。これは、生徒指導の実践に
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的・体系的な取組を進めることができるように

するための基本書として、2010 年（平成 22 年）
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る法律」などの施行により、個別事項を取り巻く
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では、校則の意義と位置づけについても明確に

されている。具体的には、「校則は児童生徒が健
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ていないものの、社会通念上合理的と認められ

る範囲において、教育目標の実現という観点か

ら校長が定めるものである。」とされている。 
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このように、生徒指導提要は時代の変化に対

応しつつ、児童生徒の健全な成長と発達を支え

るための重要な指針となっている。また、「校則

の運用・見直し」については生徒指導提要改訂の

300 頁の内、3 頁の言及があり、「校則の内容に

ついて、普段から学校内外の関係者が参照でき

るように学校のホームページ等に公開しておく

ことや、児童生徒がそれぞれのきまりの意義を

理解し、主体的に校則を遵守するようになるた

めに、制定した背景等についても示しておくこ

とが適切である」（生徒指導提要，2022）とある。 
これを受けて山梨県内の公立高校一覧（山梨

県 HP 高等学校学校一覧）より各高校のホームペ

ージを確認していき、「全国校則一覧」の掲載数

とあわせて表 1 にまとめた。その結果、学校ホ

ームページに「校則」というページで校則の全文

が掲載されている高校は定時制の 1 校のみであ

った。他に校則について「改訂」の文書が掲載さ

れている学校が 1 校、校則についての連絡が載

っている高校が 1 校のみであった（2024 年 10 月

時点）。また、「全国校則一覧」では、山梨県の全

公立高校 29 校より定通と市立を除く 27 校の校
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校則の公開は 2 校に止まっており、山梨県の状
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谷口（2021）によると「教職を志望する学生のネ

ガティブな生徒指導観」が指摘されている。そこ

で本研究においても、教職を目指す学生であっ

ても、生徒指導、延いては「校則」に関してネガ

ティブな印象を持っているのではないかとの仮

説を立て、「校則」に対する意識調査を実施した。

実施したのは教職大学院での前期の授業である

「現代学校・教師論」であり、ここではグループ
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発表において「校則」を取り上げていたため、以

下の期間と対象者に対し、研究に絡めて質問を

した。 
 
「校則」に対する意識調査（教職大学院生） 
・期間： 2024 年 6 月～7 月 
・対象： 「現代学校・教師論」 

受講教職大学院生 32 名  
・調査媒体：Microsoft Forms 
・回答数： 32 名 
・質問内容および回答方法 
質問１『「校則」に対するあなたが持っている

意識を一言で簡潔に答えてください。』

（自由記述） 
質問２「これからの校則はどうなると思いま

すか」（「残る」・「なくなる」の二件法お

よび自由記述） 
 
質問１『「校則」に対するあなたが持っている

意識を一言で簡潔に答えてください。』に対する

回答をユーザーローカルテキストマイニングツ

ールによる分析で表した結果が図 1 である。 

 
図 1  質問 1 のテキストマイニング 

 
テキストマイニングでは「不易な」「わずらわ

しい」などの形容動詞を中心に、「守る」「守らな

い」「守るべきもの」などの「守」の漢字が頻出

し、「小細工」「規律」「学校生活」などの名詞、

「従う」「正す」などの動詞が表れた。さらに回

答データを「ポジティブ」「ネガティブ」「ニュー

トラル」に分類することとした。「必要」や「重

要なもの」などをポジティブ、「不易なわずらわ

しいもの」「大人の事情で小細工されたもの」な

どをネガティブ、「集団のルール」「みんなのきま

り」などニュートラルな内容の 3 分類にし、「そ

の他」に加えて「時代と共に変えていくもの」な

どを「今後を見据えた内容」と分類した。そして、

その結果を図 2 に示した。 

 

図 2「校則」に対する教職大学院生の意識 

 

教職大学院生は校則に対し、ネガティブな回

答が 67％と高く、ポジティブな回答が 12％、

ニュートラルな回答 9％、今後を見据えた回答

が 6％という結果になった。小規模な母数の集

団ではあるが、教職を目指す大学院生でも「校

則」に関してはネガティブな意識を持っている

ことがわかった。 
 
質問 2「これからの校則はどうなると思いま

すか」に対する回答を図 3 に示した。 

 
図 3 教職大学院生「これからの校則」 

 

校則は「残る」が 54％、「なくなる」が 46％で

あった。校則に対するネガティブな意識と違

い、校則はこれからも残ると考えている大学院

生が半数以上という結果であった。図 2 で分類

した「今後を見据えた回答」のように、生徒指

導提要改訂を受けて、時代と共に変化して残る
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と捉えている大学院生もいると考えられる。 
 
（（2））実実習習校校ででのの校校則則改改訂訂ににつついいてて 
 
〇〇校校則則のの改改訂訂ににつついいてて 
実習校の県立 A 高校は、中規模の総合学科高

校であり、地域に根差した高校である。「校

則」について教員に聞き取りをしたところ、生

徒指導提要改訂を受けて、一昨年度校則を改訂

したとのことだった。その改訂内容は以下の通

りであった。 
改訂された項目は次の 7 項目である。「携帯

電話」「バイク通学」「二輪車通学」「夏服」「ソ

ックス」「頭髪（全体）」「頭髪（男子）」につい

て内容の見直しがあり、「ツーブロック」の文

言が削除されるなど、校則の文言は短く簡潔な

文章になっている傾向にあった。また、校則改

訂のプロセスとしては以下の図 4 のような流れ

であった。 

 

図 4 実習校での校則改訂の流れ 

 
まず、生徒指導主任が中心となって校則の内

容について再検討の提案がなされ、生徒会との

連携が行われた。生徒会は目安箱を設置し、生

徒総会での意見集約などで校則を検討した。そ

の他にも、保護者へ校則についてのアンケート

を実施し、PTA 会議で議題にあげ、内容を検討

してもらった。また、学校評議員会でも校則の

内容を議題にとりあげた。そして校則の内容が

検討され、改訂されたものが全校に周知される

という流れであった。 
この校則改訂を受けて、教員に対する意識調

査を行い、教員の「校則」に対する意識はどう

なのか（教職大学院生との比較）、また、校内

で行われた校則改訂の動きから、更に校則につ

いてどのような問題意識を持っているのかを調

査することとした。詳細は以下の通りである。 
 
「校則」に対する意識調査（A 実習校教員） 
・期間： 2024 年 10 月～11 月 
・対象： 実習校教員（常勤）30 名  
・調査媒体：Microsoft Forms 
・回答数： 15 名 
・質問内容および回答方法 
質問 1 令和 4 年度「生徒指導提要」改訂版の

「校則」の定義や運用について読ん

だことはありますか。（「読まない」

「研修などで少し聞いた」「一部読ん

だ」「熟読した」の四件法） 
質問 2「昨年度校則改訂を施行しました。それ  

以降で校則の改訂が必要だと思うとこ 
ろはありますか。」（「ある」「ない」「わ 
からない」の三件法と、そう思った内 
容について自由記述） 

質問 3『「校則」に対するあなたが持っている 
意識を一言で簡潔に答えてくださ

い。』（自由記述） 
質問 4「これからの校則はどうなると思います 

か」（「残る」・「なくなる」の二件法およ

び自由記述） 
質問 5「ルールメイキングなど、生徒やＰＴＡ、  

地域などが校則の検討に参加するとい 
うことを提唱されていますが、 教師側 
として危惧されることは何ですか」（自 
由記述） 

 
質問 1「令和 4 年度「生徒指導提要」改訂版の

「校則」の定義や運用について読んだことはあ

りますか。」の結果について、「読んだ」「読まな

い」「研修などで少し聞いた」に分類し、「読んだ」

の内訳を「一部読んだ」と「熟読した」に更にわ

けたものを図 5 に示した。「読まない」または「研

修などで少し聞いた」と 60％の教員が回答し、

残りの「読んだ」と回答した 40％の教員の内、

13％が「熟読した」と回答した。母数は少ないが
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と捉えている大学院生もいると考えられる。 
 
（（2））実実習習校校ででのの校校則則改改訂訂ににつついいてて 
 
〇〇校校則則のの改改訂訂ににつついいてて 
実習校の県立 A 高校は、中規模の総合学科高

校であり、地域に根差した高校である。「校

則」について教員に聞き取りをしたところ、生

徒指導提要改訂を受けて、一昨年度校則を改訂

したとのことだった。その改訂内容は以下の通

りであった。 
改訂された項目は次の 7 項目である。「携帯

電話」「バイク通学」「二輪車通学」「夏服」「ソ

ックス」「頭髪（全体）」「頭髪（男子）」につい

て内容の見直しがあり、「ツーブロック」の文

言が削除されるなど、校則の文言は短く簡潔な

文章になっている傾向にあった。また、校則改

訂のプロセスとしては以下の図 4 のような流れ

であった。 

 

図 4 実習校での校則改訂の流れ 

 
まず、生徒指導主任が中心となって校則の内

容について再検討の提案がなされ、生徒会との

連携が行われた。生徒会は目安箱を設置し、生

徒総会での意見集約などで校則を検討した。そ

の他にも、保護者へ校則についてのアンケート

を実施し、PTA 会議で議題にあげ、内容を検討

してもらった。また、学校評議員会でも校則の

内容を議題にとりあげた。そして校則の内容が

検討され、改訂されたものが全校に周知される

という流れであった。 
この校則改訂を受けて、教員に対する意識調

査を行い、教員の「校則」に対する意識はどう

なのか（教職大学院生との比較）、また、校内

で行われた校則改訂の動きから、更に校則につ

いてどのような問題意識を持っているのかを調

査することとした。詳細は以下の通りである。 
 
「校則」に対する意識調査（A 実習校教員） 
・期間： 2024 年 10 月～11 月 
・対象： 実習校教員（常勤）30 名  
・調査媒体：Microsoft Forms 
・回答数： 15 名 
・質問内容および回答方法 
質問 1 令和 4 年度「生徒指導提要」改訂版の

「校則」の定義や運用について読ん

だことはありますか。（「読まない」

「研修などで少し聞いた」「一部読ん

だ」「熟読した」の四件法） 
質問 2「昨年度校則改訂を施行しました。それ  

以降で校則の改訂が必要だと思うとこ 
ろはありますか。」（「ある」「ない」「わ 
からない」の三件法と、そう思った内 
容について自由記述） 

質問 3『「校則」に対するあなたが持っている 
意識を一言で簡潔に答えてくださ

い。』（自由記述） 
質問 4「これからの校則はどうなると思います 

か」（「残る」・「なくなる」の二件法およ

び自由記述） 
質問 5「ルールメイキングなど、生徒やＰＴＡ、  

地域などが校則の検討に参加するとい 
うことを提唱されていますが、 教師側 
として危惧されることは何ですか」（自 
由記述） 

 
質問 1「令和 4 年度「生徒指導提要」改訂版の

「校則」の定義や運用について読んだことはあ

りますか。」の結果について、「読んだ」「読まな

い」「研修などで少し聞いた」に分類し、「読んだ」

の内訳を「一部読んだ」と「熟読した」に更にわ

けたものを図 5 に示した。「読まない」または「研

修などで少し聞いた」と 60％の教員が回答し、

残りの「読んだ」と回答した 40％の教員の内、

13％が「熟読した」と回答した。母数は少ないが
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教員は多忙な中でも生徒指導提要改訂に意識を

寄せていることがわかる。 

 
図 5 生徒指導提要の内容把握について 

 

質問 2「昨年度校則改訂を施行しました。そ

れ以降で校則の改訂が必要だと思うところはあ

りますか。」の結果について、図 6 に示した。

「ある」との回答は 47％、「ない」との回答が

13％、「わからない」という回答が 40％であっ

た。さらに、「ある」と回答した内容に関し

て、どのような内容か具体的に記述をしてもら

ったところ、表 2 のような回答を得た。 
 

 

図 6 校則の改訂が必要かどうか 

 
表 2 見直しが必要と思う校則の内容（）内は回答数 

 

「わからない」という回答の内容には、「学年

によって指導に差がある。校則違反の生徒をき

ちっと指導できないのならば、校則がなくても

いいのではないかと思う。」という意見もあった。

教員は校則改訂後もまだ指導をしていく上で見

直しの必要性を感じており、また「校則がなくて

もいい」などの考えを持っているなど、「校則の

見直し」に対する教員間の意識の差があること

がわかった。 
 
質問 3『「校則」に対するあなたが持っている

意識を一言で簡潔に答えてください。』の結果に

ついて、図 7 に示した。教職大学院生にした質

問と同様、「ポジティブ」「ネガティブ」「ニュー

トラル」「今後を見据えた内容」に分類すること

とした。回答内容で「集団生活を送るために必要」

や「安心安全を守るためのルール」「ルールを守

る意識をつけるため、TPO を考えさせるために

必要」などをポジティブ、「組織としての規律」

をニュートラル、「校則がない学校が理想」をネ

ガティブ、「時代の変化に応じて見直すべき」な

どの将来を見据えた回答に分類した。その結果、

「ポジティブな回答」が 60％、「ネガティブな回

答」が 7％、「ニュートラルな回答」が 6％、「将

来を見据えた回答」が 27％となった。 

 
図 7「校則」に対する教員（実習校）の意識 

 

実習校の現職教員は校則に対して「見直しが

必要」と考えるものの、ポジティブな意識を持

っていることがわかった。 
 
質問 4「これからの校則はどうなると思います

か」の結果について、図 8 に示した、「残る」と

考えている教員が 47％、「なくなる」と考えてい

る教員が 53％となった。 

・セーターの取り扱いについて（ ）

・服装・髪型・スマホの取り扱いの見直し（ ）

・原付を法令に基づいて許可してよい（ ）

・校則は不要（法令やマナーの範囲で）（ ）

・特別措置基準が厳しすぎる（ ）
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図 8 これからの校則に関する教員の意識 

 

質問 5「ルールメイキングなど、生徒やＰＴ

Ａ、地域などが校則の検討に参加するというこ

とを提唱されていますが、 教師側として危惧

されることは何ですか」（自由記述）という質

問に対して得た回答を分類したところ、「時間

的な問題」「自己中心的な要求」「ルールを守ら

ないことへの対処」「進路を見据えた指導への

不安」の 4 つに分けられた。生徒主体で校則改

訂を進めていくことに教員側が不安を持ってい

ることがわかった。 
質問 3 と質問 4 では、教職大学院生と同じ質

問であったが、教職大学院生は「校則」に対し

ネガティブな回答が 67％とネガティブな意識を

持つのに対し、A 実習校の現職教員はポジティ

ブな回答が 60％とポジティブな意識を持ってい

ることがわかった。また、それに反して教職大

学院生は、校則はこれから「なくなる」と考え

ているのが 46％で、教員は 53％となっている

ことがわかった。 
回答を得た A 実習校の現職教員は、「生徒指

導提要」について 60％が「読まない」または

「研修などで少し聞いた」という現状であるこ

と、また校則についてポジティブな意識を 60％
が持っていること、しかし校則はこれからなく

なると 53％が考えていることがわかった。 
 
（（3））「「自自分分ごごとと」」をを目目指指すすルルーールルメメイイキキンンググのの 

動動向向 
〇〇ルルーールルメメイイキキンンググににつついいてて 
意識調査を行いながら、「校則の見直し」に

着目したところ、経済産業省「未来の教室」実

証事業に採択され２０１９年より実施している

NPO カタリバによる「みんなのルールメイキン

グプロジェクト」の取り組み事例「先生も生徒

も楽しめるおもしろい学校を。新制服を導入し

た愛媛県立丹原高校のルールメイキング

（2023.10.23）」や「小学校での対話・合意形成

の力を育む取り組み -学級からはじめるルール

メイキングとは？-（2024.2.22）」など、取り組

みを多く目にする機会を得た。学校のルールで

ある校則をよりよく変えていく「ルールメイキ

ング」に取り組むことで、「身の回りの課題に

気づき、多様な他者とともに納得解を導くこと

のできる市民社会の担い手を育てることを目指

している」というもので、教員として「パート

ナー登録」をし、ルールメイキングサミット

（2024 年 10 月 13 日開催：東洋大学白山キャン

パス）に参加した。その中で全国教員フォーラ

ムや「ルールメイキングの現在地を知る」と題

したトークセッションに参加した。サミットで

は校則の改訂を生徒主体で行うことの難しさ

や、「ルールメイキングサミットの裏側で、大

人も「わかりあえなさ」を乗り越える。」とい

うクロストークの中で、「わかりあえないから

こそ、校則があるのでは。一人ひとりが目指す

ものを見えるようにして、すり合わせていける

が、校則が無くなったら、分かりあえなさを乗

り越えるためにまた校則を作るような矛盾にも

つながるのではないか」という指摘があったよ

うに、校則の見直しの重要性や教員同士の意識

の差や合意形成の必要性を感じた。 

4．．ままととめめとと今今後後のの課課題題 
生徒指導提要の改訂について、校則の運用「普

段から学校内外の関係者が参照できるように学

校のホームページ等に公開しておくことや、児

童生徒がそれぞれのきまりの意義を理解し、主

体的に校則を遵守するようになるために、制定

した背景等についても示しておくことが適切で

ある」（生徒指導提要，2022）とあるように、ホ

ームページ上での公開は高校でも今後重要にな

ると考える。しかし、山梨県の現状では学校ホー

ムページで公開している県立高校は殆どなく、
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「全国校則一覧」に掲載されているのみに止ま

る高校が多いことがわかった。また、実践を通し

て、校則に対する意識調査では、教職大学院生は

「校則」に対しネガティブな回答が 67％とネガ

ティブな意識を持つのに対し、A 実習校の現職

教員はポジティブな回答が 60％とポジティブな

意識を持っており、一校だけの調査ではあるが

現場の教員は「校則」に対し有用感を感じている

ことがわかった。しかし、教職大学院生は、校則

はこれから「なくなる」と考えているのが 46％
で、教員は 53％となっており。現場では校則の

有用感もあるが、今のままでは校則は成り立た

なくなっていくということを実感していると考

えられる。いずれにしても両者とも校則改訂後

も見直していく必要性を感じている。また、現場

の教員の「校則」に関する指導の意識には差があ

り、ルールメイキングのような「生徒主体」の校

則見直しを行っていくには、時間的な問題の解

消は大前提だが、守らない場合の対処方法や、進

路に向けての指導としての必要感を感じている。

生徒指導提要の流れから、どのように生徒主体

の校則見直しをしていくか、その学校が目指す

教育目標に沿って教員・生徒、保護者や地域、進

路先なども巻き込んで、円滑な見直しの在り方

を模索していく必要がある。まずは教員が校則

をもう一度じっくり見直し、合意形成を図りな

がら、発達支持的な立場で生徒たちが校則を「自

分ごと」として考え、見直していけるような土壌

をつくる必要があると考えた。 
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